
【区間式定期券】

【金額式定期券】

【北見市バス乗車証】 【訓子府町路線バス高齢者支援利用券】
　　改定後もそのままお使いいただけます。 　　現行通り、自己負担額は３００円です。

【津別町バス無料乗車券（共通利用券・町内利用券）】
　　改定後もそのままお使いいただけます。

【遠軽町「のりもの助成券」】
　　改定後の運賃から１００円を差し引いた金額と助成券を運賃箱へ投入してください。

【湧別町「バス無料乗車券」】
　　改定後もそのままお使いいただけます。

【北見バスフリーパスチケット】
　　令和７年１２月３１日までに購入いただいたフリーパスチケットは差額なしでご利用いただけます。

　　・誤って購入された場合は、払戻しの上再度購入いただくか、ご利用のたびに差額をお支払いいただく
　　　必要がございます。

　例：12月３１日に購入した令和８年１月７日のフリーパスチケットは
　　　差額なしで利用可能

《ご利用中の乗車券等の取り扱いについて》

　　令和７年１２月３１日までに購入いただいた、区間式定期券は運賃改定後も差額なしでご利用いただけます。

　　運賃改定後、乗車区間の運賃と設定運賃との差額をお支払いください。
　　　※差額分はチャージ残高から自動引去りまたは現金でお支払いください

【重要】スマートフォンアプリまたはwebサイトで金額式定期券を購入されるお客様へ

利用開始日が令和８年１月１日以降の金額式定期券を更新される場合は、
「履歴購入」ではなく、「新規購入」からご購入ください

　　・運賃改定に伴い、区間運賃が変わりますので、新たに区間運賃を設定していただく必要がございます。
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